
 

 

平成 27 年 12 月 8 日 

 

「マイナンバー制度導入 Ｑ＆Ａセミナー」 
～ポイントおさらい＆質問応対～ 

 
鹿児島県経営者協会／公益財団法人産業雇用安定センター 共催 

 

先にマイナンバー制度導入Ｑ＆Ａセミナーのご案内を申し上げましたが、企業の皆様より質問

だけでなく、マイナンバー制度の導入・運営などのポイントを分かり易くおさらいが出来ない

だろうかとの声が上がりましたのでカリキュラムを下記に変更致します。合わせて申し込み締

め日を１２月１８（金）とさせていただきます。 

 

記 

 

1）日 時  平成２８年１月８日（金） １３時３０分 ～ １６時３０分 

2）場 所  かごしま県民交流センター 東棟３階 大研修室 第２ 

〔 鹿児島市山下町 14-50  TEL 099-221-6600〕 

 

3）カリキュラム 

1. マイナンバー制度導入のポイントのおさらい 

・実務で気をつける事 

・講ずべき安全管理措置 

・方針の決定と取り扱いについて 

・記録と保管について（事例含む） 

・就業規則変更について 

    2. 質問回答 

       ・事前質問に対して回答致します（企業名等が出ることはありません） 

     ３．自由質問 

       ・当日のセミナーを受けての再質問を受け付けます 

 

4）講 師    横山社会保険労務士事務所  代表  横山 誠二 氏 

 

【 参加費および申込方法 】 

 

5）参加費   お一人 ４,０００円、２人目以降 ２,０００円 (資料代、消費税込) 

6）申込方法  参申込書にご記入の上、ＦＡＸでお申込み下さい。※参加申込書参照 

        受付後に参加費用請求書を送付致します。 

   7）締 切   参加、事前質問票ともに   平成２７年１２月１８日（金） 

   8）当日欠席の場合は後日資料をお送りし、参加費は返金いたしませんのでご了承願います。 

 



 

マイナンバー制度について担当部署の南波君と舞さんが悩んでいます・・・ 

 

南波君 『いよいよ、来年１月１日からマイナンバー制度実施始まるけど、いくつか心配があ

るんだ。 

     ウチはＡ社さんに管理をお願いしているんだけど・・・もし、そのＡ社から個人情

報が漏れたら委託している我々も責任を問われる事があるのかな？』 

舞さん 『問われる事はないんじゃないかしら、だってビジネスでしょう。もし、それで委託

している私たちまで責任問われたらビジネス成り立たないんじゃないかしら』 

南波君 『・・でもね、監督責任ってあるよね・・・』 

舞さん 『そうね、そう言われれば心配だわ・・・ホントのところどうなのかしら・・』 

 

 

 

舞さん 『マイナンバーって従業員が辞めたら即時破棄しなさいと言われているけど、税法上

のデータ保管期間との兼ね合いはどうなのかしら？』 

南波さん『社会保険なんかもさあ、２年間保管だよね・・・分からないなあ・・・』 

 

 

 

南波君 『マイナンバーカード作れって言われて作ろうと思うんだけれど、もし、これを紛失

したらどんな事が起きるかなあ？』 

舞さん 『・・年金の受取口座変えられたりとかするかもね・・・怖いよね・・』 

 

 

 

舞さん 『マイナンバーに反対している人たちがいるけど、もし、会社に教えたくありません

とか言れたらどうしたらいいのでしょう？』 

南波君 『法律で決まっているから、それって法律違反だよね。そんな人いるかな？』 

舞さん 『でも、一部の弁護士の人達が訴訟を起こしたようよ・・ホント、一体どうなるのか

しら・・』 

 

 

 

南波君 『マイナンバーって個人情報だよね、これがきちんと管理されているかなんて事を行

政が監査することなんてあるのかな？ 

     ・・・そもそも、監督は何処の省庁なのかな・・・総務省？厚生労働省？？？？』 

舞さん 『税金だったら税務署の監査とかあるわよね、これはどうかしら？』 

南波君 『そういう事を行政が監査するとか聞いた事ないけど・・・分からないなあ・・』 

舞さん 『やはり、責任は企業が全部負うのよね・・問題起きたら行政が動く、あたりまえだ

けど・・何だか不安だわ・・・』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

≪マイナンバー制度導入 Ｑ＆Ａセミナー≫ 参加申込書 
 

（  会員 ・ 会員外  ） 

申 

込 

者 

住所 〒 

 

電話番号 

 

会社・団体名 

 

取扱担当者名 

 

参 

加 

者 

ご氏名 所属・課名 

  

  

 1 名参加  千円×１人分＝    円    2 名以上   千円× 人分＝    円 

取得いたしました個人情報につきましては本セミナーの運営にのみ使用し、適正に管理いたします。 

質問票 ・ご質問がある場合、事前にお受けいたします。（会社名・氏名等は、一切公表しません。） 

 

                                            

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

＜お問い合わせ先＞ 

・鹿児島県経営者協会  中尾     TEL 099-222-3489  nakao-ta@po.minc.ne.jp 

・産業雇用安定センター 郡田     TEL 099-812-9551  ke-kohrida@sangyokoyo.or.jp 

ＦＡＸ 送付先① ０９９－２５８－９１０１  産業雇用安定センター 

ＦＡＸ 送付先② ０９９－２２５－０４０２  鹿児島経営者協会 いずれかに送付願います 


